
　　　　　○募集期間：令和５年１２月１日（金）～令和６年１月４日（木）

　　　　　○意見件数：１１件（個人１名、団体１）

№ 頁 項目 意見（要旨） 市の考え方

1 53
第２章　第６節
日常生活圏域の設定

現在５圏域に設定されています。Ａ・
Ｅ圏域については広範囲であり、高齢
者率も高くなっています。分割して地
域包括支援センターを増やしてくださ
い。（A圏域は川里地域を別に、E圏域
はJRの南北に）

日常生活圏域の設定にあたっては、総合的に
勘案し、設定しています。今後、高齢者人口
の増加も予測されていることから、各圏域の
状況を把握しながら日常生活圏域の設定につ
いて、引き続き、検討してまいります。

2 59
第２章　第８節
鴻巣市の特徴と課題
７．低い要介護認定率

コロナ禍での結果とも分析されていま
すが、低いからと言って喜ばしい事と
は思いません。高齢化に伴い介護を必
要とする人は増えるため、フレイル予
防に努める政策も採られていますが、
適正な認定をお願いします。

適切な申請時期の案内や適正な認定を継続
し、かつ、自立した生活を送るために、早い
段階での介護予防・健康づくりに取り組むこ
とが大切であると考えます。ご意見を基に、
今後も適正な審査・認定を継続していく旨を
記載いたします。

3 61
第２章　第８節
鴻巣市の特徴と課題
12.重層的支援体制整備事業

共生社会の中では行政だけでなく、あ
らゆる人が係わっていくべきと考えま
す。特にヤングケアラー問題について
も、事業の中に盛り込んでください。

重層的支援体制整備事業では、世代や属性に
関わらず、複雑化・複合化した課題を抱えた
住民の相談を広く受け止め、関係支援機関と
連携し包括的支援体制を整備しております。
また、高齢者やヤングケアラー等を含む家族
が、地域から孤立しないよう見守り支え合い
の地域づくりを行うことが重要と考えてお
り、市としては、身近な地域や関係支援機関
と連携し事業を推進してまいります。

4 95

第４章　基本目標２
住み慣れた自宅や地域で暮らし続
けるために
１.相談支援体制の強化
（１）地域包括支援センター

若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次
脳機能障害となった第２号被保険者の
方が、障がい分野の機関などと連携し
て、介護保険サービスと併用できる障
害福祉サービスや障害年金制度、ある
いは在職中でも障害福祉サービスの就
労支援のサービスの一時利用につなが
る体制を整備していくことを記して下
さい。

若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能
障害となった第２号被保険者の方の障がい分
野との連携については、同頁の上段に「高齢
者の分野だけでなく、障がい分野や児童福祉
分野など他分野との連携促進を図っていくこ
とが重要となります。」と記載しておりま
す。また、体制の整備としては、今後の展開
として、研修会開催や情報交換等による資質
向上等により、地域包括支援センターの体制
を強化していく旨を記載しております。な
お、認知症施策においても、今後の展開とし
て、高次脳機能障害の支援策について、関係
部署との連携を図り、相談支援体制の強化や
充実を図っていく旨を記載しております。

5 102

第４章　基本目標２
住み慣れた自宅や地域で暮らし続
けるために
３.在宅医療・介護連携の推進

医療と介護の連携だけでなく、障がい
福祉との連携についても計画に記し、
さらに、若年性認知症や脳卒中の後遺
症で高次脳機能障害となった第２号被
保険者の方が、障害福祉サービスにも
つながるようなケアパスの整備につい
ても記して下さい。

若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能
障害となった第２号被保険者の方の障がい福
祉との連携については、№４の「市の考え
方」のとおり、関係部署との連携を図ってい
きます。また、障害福祉サービスにもつなが
るようなケアパスの整備につきましては、
「認知症ケアパス」の内容の充実を図ってい
きます。

第９期鴻巣市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案）
パブリックコメントの結果について

第９期鴻巣市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案）に対する意見と市の考え方



№ 頁 項目 意見（要旨） 市の考え方

6 109

第４章　基本目標２
住み慣れた自宅や地域で暮らし続
けるために
４.認知症施策の推進
（３）若年性認知症施策の強化

他市町村では事業の対象が「若年性認
知症者及び高次脳機能障がい者」とし
ている所もあるため、若年性認知症の
方も、脳卒中の後遺症で高次脳機能障
害となり介護保険サービスの利用が優
先される第２号被保険者の方も、介護
保険サービスのなかで適切な支援が受
けられ、さらに併用できる障害福祉
サービスや障害年金制度、そして、在
職中でも一時的に利用できる障害福祉
サービスの就労支援系のサービスに繋
げて適切に支援をしていく体制を整備
していくことを計画に記して下さい。

№５の「市の考え方」のとおり、障害福祉
サービス等にもつながるような「認知症ケア
パス」の内容の充実を図っていきます。

7 122

第４章　基本目標２
住み慣れた自宅や地域で暮らし続
けるために
６.高齢者の住まい・施設の整備
（２）高齢者福祉施設等の整備計
画

地域密着型サービスの定期巡回・随時
対応型訪問介護看護が１事業所しかあ
りません。これからは利用者が増える
と思います。今回看護小規模多機能型
居宅介護の計画が出されましたが、小
規模多機能型居宅介護についても少な
く思います。手上げ事業所が少ないと
思いますが、９期内での計画を増やし
てください。

現在の利用者の推移及び事業者に行ったアン
ケート結果を参考にし、第９期計画期間で
は、介護老人福祉施設１施設１００人、看護
小規模多機能型居宅介護１事業所２９人の整
備を計画しました。介護人材の不足等の状況
も踏まえ、今期の施設整備の影響を確認しつ
つ、第１０期計画に向けて、定期巡回・随時
対応型訪問介護看護及び小規模多機能型居宅
介護を含めた高齢者福祉施設等の整備計画に
ついて検討してまいります。

8 158

第４章　基本目標５
介護保険制度の安定的な運営
５．第１号被保険者の保険料
（４）第１号被保険者の介護保険
料の設定

物価高騰で生活の負担が増えていま
す。保険料の所得段階を10段階から15
段階にしてください。

安定的な介護保険事業の運営を図るために
は、財源となる第１号被保険者の介護保険料
の設定は重要であると考えております。
国は介護保険制度の持続可能性を確保する観
点から、今後の介護給付費の増加を見据え、
１号被保険者間での所得再配分機能を強化す
る（標準段階の９段階から１３段階への多段
階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得
者の標準乗率の引下げ等）ことで、低所得者
の保険料上昇の抑制（低所得者の最終乗率の
引下げ）を図りました。これを踏まえ、本市
においても検討し、見直していきます。

9 161

第４章　基本目標５
介護保険制度の安定的な運営
７．地域包括ケアシステムを支え
る人材の確保と介護現場の生産性
の向上

介護人材の育成の折に、高次脳機能障
害の方への支援についても対応できる
よう、質の向上を図っていくことを計
画に明記してください。

高次脳機能障害の方への対応については、県
等主催の研修が毎年実施されており、市から
地域包括支援センター等への情報提供を行い
参加を呼び掛けております。
なお、高次脳機能障害に係る研修を含め、幅
広い知識の習得を促し、職員個々の質の向上
を図るため、計画には、今後も国や県等が実
施する研修等の情報提供に努める旨を記載い
たします。

10 163

第４章　基本目標５
介護保険制度の安定的な運営
８．介護給付適正化計画

事業の効率化のため５事業から３事業
へ見直しされますが、利用者が不利に
ならないよう、また事業者が大変にな
らないよう計画してください。

給付適正化主要事業の再編は、事務負担の軽
減や事業の効率化を図りながら、給付適正化
をより効果的に進めるものであり、利用者の
方が不利になるようなものではありません。
また、事業者に対しても、再編により新たな
負担が増えることがないよう、配慮いたしま
す。

11
全
体

第８期での政策が一定程度効果のあっ
たものもありますが、コロナ禍での実
施が多く９期に持ち越された物もある
と思います。８期で始められた事業を
ぜひ継続してください。

第９期計画（案）において、第８期計画中の
新規取組を記載いたしました。今後もPDCAサ
イクルや点検ツールを活用し、評価結果に基
づき、事業の継続も含め、より効果的な施策
を検討していきます。


